
　　　　　　　　　主　　　　文

１　原判決を次のとおり変更する。

第１審判決主文第二項を次のとおり変更する。

(1)　被上告人は，上告人に対し，２８０万５０００円及びこれに対する平成１１

年５月１９日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。

(2)　上告人のその余の請求を棄却する。

２　訴訟の総費用は，これを７分し，その１を被上告人の負担とし，その余を上告

人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　第１　事案の概要

　１　原審の適法に確定した事実関係の概要等は，次のとおりである。

　(1)　被上告人は，平成８年３月２８日，甲（以下「破産者」という。）が代表

取締役を務める乙株式会社との間で，同社所有の第１審判決別紙物件目録記載の建

物（以下「本件建物」という。）について，保険期間を同月２９日午後４時から平

成９年３月２９日午後４時までとする店舗総合保険契約を締結した。

　破産者は，上記店舗総合保険契約に係る火災保険金（以下「店舗総合保険金」と

いう。）を詐取しようと企て，本件建物に放火したため，同年１月１６日，本件建

物及び本件建物内の機械，設備，工具類が全焼した（以下，この火災を「本件火災」

という。）。

　本件火災が破産者の放火によるものであることを知らなかった被上告人は，本件

火災による損害額を調査するため，株式会社Ｄ鑑定事務所に損害額の鑑定を依頼し

，その費用として３５万６７６９円を支払い，同年２月１８日，乙株式会社に対し

，上記店舗総合保険契約に基づき，本件火災を原因として店舗総合保険金２５１４

万９４４０円を支払った。
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　被上告人は，本件火災が破産者の放火によるものであることが発覚した後，破産

者を被告として，保険金詐取の不法行為による損害賠償等を求める訴訟（以下「別

件訴訟」という。）を提起し，訴訟追行を弁護士に委任した。

　(2)　破産者は，平成１１年２月１９日，岡山地方裁判所において破産宣告を受

け，上告人が破産管財人に選任された。上告人は，別件訴訟の訴訟手続を受継した。

　(3)　被上告人は，破産者との間で，原判決別紙保険契約一覧表番号１から５２

まで記載の積立普通傷害保険契約等の保険契約（以下，同一覧表記載の番号に従い

，「番号１の保険契約」などという。）を締結していた。

　破産者が破産宣告を受けた時点において，番号１から２１までの各保険契約につ

いては既に満期が到来していたが，番号２２から５２までの各保険契約については

満期が未到来であった。なお，番号２２から４７まで及び番号５０から５２までの

各保険契約は積立保険契約であり，番号４８及び４９の各保険契約はいわゆる掛け

捨て型の保険契約である。

　番号２２から２４までの各保険契約については，破産宣告後の平成１１年３月２

３日又は２４日に満期が到来し，番号２５から５２までの各保険契約については，

同年４月２日に上告人が被上告人に対して解約の意思表示をした。

　番号１から２１までの各保険契約に基づく満期返戻金は合計１１３３万２９５０

円であり，番号２２から２４までの各保険契約に基づく満期返戻金及び番号２５か

ら５２までの各保険契約に基づく解約返戻金（以下，併せて「本件返戻金」という。）

は合計２２２９万１０４０円である。

　(4)　被上告人は，平成１１年５月１５日，上告人に対し，破産者の保険金詐取

の不法行為に基づき３０８６万１８２９円（店舗総合保険金２５１４万９４４０円

，損害額調査費用３５万６７６９円，被上告人が別件訴訟の追行のために要する弁

護士費用２５５万円及び以上の損害合計２８０５万６２０９円に対する上記保険金
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の支払日の翌日である平成９年２月１９日から破産宣告の日の前日である平成１１

年２月１８日までの年５分の割合による遅延損害金２８０万５６２０円の総合計額）

の損害賠償債権を有するとして，これを自働債権とし，上告人の番号１から５２ま

での各保険契約に基づく満期返戻金債権又は解約返戻金債権合計３３６２万３９９

０円を受働債権として，対当額で相殺をする旨の意思表示をし（以下「本件相殺」

という。），同年５月１９日，本件相殺後の残額２７６万２１６１円を支払った。

　なお，本件相殺により，上記損害賠償債権と破産宣告前に満期が到来していた番

号１から２１までの各保険契約に基づく満期返戻金債権１１３３万２９５０円とが

対当額で消滅したことについては，当事者間に争いがない。

　(5)　上告人は，被上告人に対し，破産宣告後の満期到来又は解約を理由に，本

件返戻金合計２２２９万１０４０円から弁済を受けた２７６万２１６１円を控除し

た未払金１９５２万８８７９円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める本件訴

訟を提起した。

　これに対し，被上告人は，本件相殺により本件返戻金の未払金債務は消滅したと

主張し，上告人は，本件返戻金債務は，破産宣告後に期限が到来し，又は破産宣告

後に停止条件が成就したものであるから，本件返戻金債権を受働債権として相殺を

することはできないと主張して争っている。

　(6)　第１審は，本件訴訟を別件訴訟に併合して審理した上，被上告人の別件訴

訟に係る訴えを却下し，第１審判決のうちこの部分は確定した。

　２　原審は，被上告人の主張する本件返戻金債権を受働債権とする相殺を有効と

認め，この相殺は無効であるとして上告人の請求を認容した第１審判決を取り消し

，上告人の請求をすべて棄却した。

　第２　上告人の上告受理申立て理由１（ただし，(4)を除く。）について

　旧破産法（平成１６年法律第７５号による廃止前のもの。以下「法」という。）
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９９条後段は，破産債権者の債務が破産宣告の時において期限付又は停止条件付で

ある場合，破産債権者が相殺をすることは妨げられないと規定している。その趣旨

は，破産債権者が上記債務に対応する債権を受働債権とし，破産債権を自働債権と

する相殺の担保的機能に対して有する期待を保護しようとする点にあるものと解さ

れ，相殺権の行使に何らの限定も加えられていない。そして，破産手続においては

，破産債権者による相殺権の行使時期について制限が設けられていない。したがっ

て，【要旨】破産債権者は，その債務が破産宣告の時において期限付である場合に

は，特段の事情のない限り，期限の利益を放棄したときだけでなく，破産宣告後に

その期限が到来したときにも，法９９条後段の規定により，その債務に対応する債

権を受働債権とし，破産債権を自働債権として相殺をすることができる。また，そ

の債務が破産宣告の時において停止条件付である場合には，停止条件不成就の利益

を放棄したときだけでなく，破産宣告後に停止条件が成就したときにも，同様に相

殺をすることができる。以上のように解するのが相当である。�

　これを本件についてみると，前記事実関係によれば，被上告人は，破産者が破産

宣告を受けた時点において，番号２２から４７まで及び番号５０から５２までの各

保険契約に基づき，満期が到来したときは満期返戻金を支払うべき期限付債務を負

い，かつ，番号２２から５２までの各保険契約に基づき，解約されたときは解約返

戻金を支払うべき停止条件付債務を負っていたところ，番号２２から２４までの各

保険契約については破産宣告後に期限が到来し，番号２５から５２までの各保険契

約については破産宣告後に解約により停止条件が成就したものである。したがって

，特段の事情の存在がうかがわれない本件において，被上告人は，上記各債務に対

応する本件返戻金債権合計２２２９万１０４０円を受働債権として相殺をすること

ができるというべきである。これと同旨の原審の判断は正当として是認することが

できる。所論引用の判例（最高裁昭和４５年（オ）第４４９号同４７年７月１３日

- 4 -



第一小法廷判決・民集２６巻６号１１５１頁）は，事案を異にし本件に適切でない。

論旨は採用することができない。

　第３　同２について

　１　原審は，被上告人は，破産者の前記不法行為により，別件訴訟の追行のため

に要する弁護士費用２５５万円の損害を被ったことが認められるとし，上記弁護士

費用及びこれに対する遅延損害金を本件相殺の自働債権として認めた。

　２　しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，次

のとおりである。

　不法行為の被害者が負担した弁護士費用は，被害者が当該不法行為に基づくその

余の費目の損害の賠償を求めるについて弁護士に訴訟の追行を委任し，かつ，相手

方に対して勝訴した場合に限って，事案の難易，請求額，認容額その他諸般の事情

を考慮して相当と認められる額の範囲内のものに限り，当該不法行為と相当因果関

係のある損害として賠償を請求することができる（最高裁昭和４１年（オ）第２８

０号同４４年２月２７日第一小法廷判決・民集２３巻２号４４１頁，最高裁昭和５

５年（オ）第１１１３号同５８年９月６日第三小法廷判決・民集３７巻７号９０１

頁）。

　これを本件についてみると，第１審判決のうち被上告人の別件訴訟に係る訴えを

却下した部分は確定しているのであるから，被上告人が別件訴訟の追行のために要

する弁護士費用は，破産者の不法行為と相当因果関係がある損害とは認められない。

　そうすると，これと異なる原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな

法令の違反がある。論旨は理由がある。

　第４　結論

　以上によれば，本件相殺により，上告人の本件返戻金の未払金債権１９５２万８

８７９円は，破産者の不法行為による損害賠償債権２８０５万６８２９円（店舗総
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合保険金２５１４万９４４０円，損害額調査費用３５万６７６９円及び以上の損害

合計２５５０万６２０９円に対する平成９年２月１９日から平成１１年２月１８日

までの年５分の割合による遅延損害金２５５万０６２０円（円未満切捨て）の総合

計額）から番号１から２１までの各保険契約に基づく満期返戻金債権額１１３３万

２９５０円を控除した１６７２万３８７９円の限度で消滅し，その残額は２８０万

５０００円である。

　したがって，上告人の請求は，被上告人に対し，２８０万５０００円及びこれに

対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し，上告人のその余の

請求は理由がないから棄却すべきである。これと異なる原判決を主文第１項のとお

り変更するのが相当である。

　よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官　滝井繁男　裁判官　福田　博　裁判官　北川弘治　裁判官　梶谷

　玄　裁判官　津野　修)
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